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乳がん患者パートナー支援団体ＰＡＰＡＣＯＣＯ 会則 

 

（名称） 

第１条 この会は、乳がん患者パートナー支援団体ＰＡＰＡＣＯＣＯと称する。 

 

（事務所） 

第２条 この会の事務所は、広島市に置く。 

 

（目的） 

第３条 この会は、乳がん患者のパートナー支援に関する活動を行うことにより、もっ

て乳がん患者自身とその家族の乳がん治療に寄り添う生活環境を改善、向上すること

を目的とする。 

 

（活動・事業の種類） 

第４条 この会は、前条の目的を達成するために乳がん患者のパートナー支援に関する

活動を行い次の事業を実施する。 

（1）講演、セミナー、イベントの企画、開催及び運営 

（2）書籍、電子書籍の企画、紹介、出版、配布及び販売 

（3）その他、目的の達成に必要な一切の事業 

 

（会員） 

第５条 この会の会員は、次の２種類とする。 

(1)正会員は、この会の目的に賛同し入会した者とする。 

(2)賛助会員は、この会の事業を賛助するために入会した者とする。 

 

（入会） 

第６条 会員として入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出し、総会の承認を

得るものとする。 

 

（会費） 

第７条 会員は、以下に定める年会費を納入しなければならない。 

(1)正会員 金１０，０００円 

(2)賛助会員 金１，０００円 

 

（退会） 

第８条 会員は、退会届を会長に提出し任意に退会することができる。 

２ 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。 

(1)本人が死亡したとき。 

(2)会費を２年以上納入しないとき。 

 

（役員） 



 

 

第９条 この会に次の役員を置く。 

(1)会長 

(2)副会長 

(3)監査役 

２ 第１項に定める役員は、総会の議決により選出する。 

３ 役員の任期は、５年とする。ただし、再任を妨げない。 

 

（職務） 

第 10 条 会長は、この会を代表し、その業務を統括する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、これに事故があるとき、又は欠席の時は、その職務を代

行する。 

３ 監査役は、会の業務および財産の状況を監査する。 

 

（解任） 

第 11 条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解

任することができる。 

(1) 心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。 

(2) 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき。 

 

（総会） 

第 12 条 この会の総会は、正会員を持って構成し、年に１回開催するものとする。た

だし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。 

２ 総会は、以下の事項について議決する。 

(1)会則、事業等の変更 

(2)解散 

(3)事業報告及び収支予算 

(4)役員の選任又は解任 

(5)その他会の運営に関する重要事項 

３ 総会は 1 名以上の出席により成立し、総会の議決は、出席した正会員の過半数に

より行う。 

 

（議事録） 

第 13 条 総会の議事については、議事録を作成する。 

 

（役員会） 

第 14 条 役員会は役員をもって構成する。ただし、監査役を除く。 

２ 役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しな

い業務の執行に関し、議決する。 

 

（事業報告書及び決算） 

第 15 条 会長は、毎事業年度終了後３か月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、



 

 

監査を経て総会の承認を得なければならない。 

 

（事業年度） 

第 16 条 この会の事業年度は、毎年４月 1 日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

 

（事務局） 

第 17 条 この会の事務を処理するため、事務局を置く。 

 

（委任） 

第 18 条 この会則に定めのない事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。 

 

（変更） 

第 19 条 この会則は、総会において、出席者の３分の２以上の承認がなければ変更で

きない。 

 

附 則 

この会則は、令和 4 年 9 月１日から施行する。 

 

 

 

これは当団体の会則に相違ありません。 

 

 

令和 4 年 9 月 1 日 

 

 

 

乳がん患者パートナー支援団体 ＰＡＰＡＣＯＣＯ 

 

会長 仲本典明 


